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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
「
独
立
行
政
法
人
整
理
合
理
化
計
画
」
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

「
独
立
行
政
法
人
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
抜
本
的
な
見

直
し
に
つ
い
て
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
「
独
立
行
政
法
人
整
理
合
理
化
計
画
」
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日
閣
議

決
定
）
に
定
め
ら
れ
た
事
項
（
既
に
措
置
し
て
い
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の
見
直
し
及
び
保
有
資
産
の
見

直
し
に
係
る
事
項
を
除
き
当
面
凍
結
す
る
が
、各
府
省
の
判
断
に
よ
り
取
組
を
進
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
の
閣
議
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
末
ま
で
の
間
に
各
府
省
の
判
断
に
よ
り
取
組
を
進
め

た
事
項
を
該
当
す
る
府
省
ご
と
に
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

内
閣
府

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
（
パ
イ
オ
ネ
ッ
ト
）
の
刷
新

等
に
係
る
事
項
及
び
事
故
情
報
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
整
備
等
に
係
る
事
項

�

文
部
科
学
省

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー

法
科
大
学
院
適
性
試
験
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

組
織
体
制
の
整
備
に
係
る
事
項

一



独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

研
究
開
発
事
業
の
重
点
化
・
役
割
の
明
確
化
に
係
る
事
項
、
研
究
開
発
事

業
評
価
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
に
係
る
事
項
及
び
民
間
委
託
の
推
進
等
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー

学
校
教
育
関
係
職
員
に
対
す
る
研
修
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構

科
学
技
術
情
報
流
通
促
進
事
業
の
経
営
改
善
に
係
る
事
項
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

プ
ラ
ザ
等
の
見
直
し
に
係
る
事
項
、
科
学
技
術
理
解
増
進
事
業
に
係
る
事
項
及
び
業
務
運
営
体
制
の
整
備
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所

海
外
研
究
拠
点
の
廃
止
に
係
る
事
項
及
び
自
己
収
入
の
拡
大
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

今
後
の
ロ
ケ
ッ
ト
開
発
に
当
た
っ
て
の
措
置
に
係
る
事
項
及
び
社
会
的
要

請
に
こ
た
え
る
航
空
科
学
技
術
の
研
究
開
発
等
航
空
分
野
研
究
開
発
事
業
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
事
業
の
実
施
体
制
の
在
り
方
等
に
係
る
事
項
、

ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
た
め
の
助
成
業
務
に
係
る
事
項
、
災
害
共
済
給
付
業
務
の
合
理
化
等
に
係
る
事
項
及
び
学
校
安
全
普
及

業
務
等
の
「
学
校
安
全
支
援
業
務
（
仮
称
）
」
へ
の
一
本
化
等
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構

人
員
、
組
織
の
徹
底
し
た
ス
リ
ム
化
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構

組
織
体
制
の
整
備
に
係
る
事
項
、
む
つ
研
究
所
に
係
る
経
費
の
削
減
等
に
係
る

二



事
項
及
び
業
務
運
営
体
制
の
整
備
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構

認
証
評
価
業
務
に
係
る
事
項
及
び
学
位
授
与
業
務
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

軽
水
炉
再
処
理
開
発
技
術
の
民
間
移
転
に
係
る
事
項
及
び
展
示
・
理
解

促
進
活
動
に
係
る
事
項

�

厚
生
労
働
省

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園

重
度
の
知
的
障
害
者
に
対
す
る
モ
デ
ル
的
支
援
の
確

立
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

新
医
薬
品
審
査
の
迅
速
化
・
質
の
向
上
の
た
め
の
工
程
表
等
の
作
成
等

に
係
る
事
項
及
び
新
医
療
機
器
審
査
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構

年
金
福
祉
施
設
等
に
係
る
事
項
及
び
組
織
体
制
の
整
備
に
係

る
事
項

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人

年
金
積
立
金
の
管
理
・
運
用
業
務
に
係
る
事
項
、
組
織
体
制
の
整
備
に
係
る

三



事
項
及
び
内
部
統
制
の
徹
底
に
係
る
事
項

�

農
林
水
産
省

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

特
例
業
務
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

支
部
・
事
業
所
等
の
見
直
し
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

自
己
収
入
の
増
大
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

組
織
体
制
の
見
直
し
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

水
産
に
関
す
る
試
験
等
に
関
す
る
関
係
機
関
と
の
連
携
等
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金

委
託
業
務
に
係
る
事
項
及
び
支
部
・
事
業
所
等
の
見
直
し
に
係
る
事
項

�

経
済
産
業
省

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館

支
部
・
事
業
所
等
の
見
直
し
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

支
部
・
事
業
所
等
の
見
直
し
に
係
る
事
項

�

国
土
交
通
省

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人

検
査
コ
ー
ス
数
の
削
減
に
係
る
事
項

四



独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

近
隣
事
務
所
の
統
合
等
に
係
る
事
項

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
業
縮
小
に
伴
う
体
制
の
縮
小
に
係
る
事
項
及
び
人
員
の
削
減
に
係

る
事
項

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構

支
店
の
機
能
を
含
め
た
組
織
の
在
り
方
に
係
る
事
項
、
一
般
個
人
向
け
直
接
融

資
か
ら
の
撤
退
に
伴
う
関
係
部
局
の
縮
小
等
に
係
る
事
項
及
び
業
務
運
営
の
効
率
化
に
よ
る
計
画
的
な
人
員
の
抑
制
に
係

る
事
項

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
四
月
に
実
施
し
た
事
業
仕
分
け
等
を
通
じ
て
明
ら
か

に
な
っ
た
組
織
、
制
度
等
に
係
る
課
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、
結
論
を
得
た
も
の
か
ら
順
次
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

五


